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策定及び改定の趣旨 

 我が国の下水道においては、高度成長期に集中的に整備された施設・設備の老朽化が進

み、更新投資の増大が見込まれる一方で、人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれる

など、経営環境は厳しさを増しています。こうした中で、本市下水道事業が将来にわたっ

て必要な住民サービスを安定的に継続できるよう、中長期的な経営の基本計画として経営

戦略を令和元年度に策定したところです。 

 令和元年度に策定した経営戦略では、計画期間を令和元年度から令和 10 年度までの 10

年間とし、毎年度、進捗管理を行うとともに必要に応じて 5 年ごと、又は 5 年以内に見直

しを実施することとしていました。令和 5 年度末には計画期間の半分となる 5 年が経過す

るため、計画期間の後半である令和 6 年度から令和 10 年度について投資と財源を再検討

し、経営戦略の見直しを実施するものです。 

 

第 1章 事業概要 

（1）事業の現況 

 ① 施設 

供用開始年度 昭和 47年度 
地方公営企業法

適用の区分 

全部適用 

（平成 27年 4月 1日） 

処理区域内人口密度 
96.41人／ha（令和 5年 3月 31日現在） 

処理区域内人口 116,015人／処理区域面積 1,203.29ha 

流域下水道等への 

接続の有無 
寝屋川北部流域下水道及び寝屋川南部流域下水道へ接続済 

処理区数 2（鴻池処理区及び川俣処理区） 

処理場数 なし 

管理管渠延長 318,364.83ｍ（令和 5年 3月 31日現在） 

法定耐用年数経過管路延長  10,723.92ｍ（令和 5年 3月 31日現在） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 *1 

昭和 49年度 流域関連公共下水道へ吸収 

平成 17年度 特定地域生活排水処理施設事業を開始 

平成 27年度 上下水道局の創設・公営企業会計へ移行 

＊1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、

広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執

行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件

に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。 
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 ② 使用料 

一般家庭用使用料体系の 

概要・考え方 
基本料金制及び逓増従量料金制（一般排水） 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 
逓増従量料金制（浴場排水） 

その他の使用料体系の 

概要・考え方 
なし 

条例上の使用料 *2 

令和 4年度 １，７９１円 

令和 3年度 １，７９１円 

令和 2年度 １，７９１円 

実質的な使用料 *3 

令和 4年度 
２，３６８．６円 

料金収入 1,431,174,159円／有収水量 12,084,623㎥×20㎥ 

令和 3年度 
２，３５２．６円 

料金収入 1,446,531,017円／有収水量 12,297,104㎥×20㎥ 

令和 2年度 
２，３５９．６円 

料金収入 1,468,612,655円／有収水量 12,448,201㎥×20㎥ 

*2 一般家庭における 20㎥あたりの使用料 

*3 料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む） 

 

 ③ 組織 

職員数 下表のとおり 

事業運営組織 

昭和４４年度 大東市公共下水道事業特別会計の設置 

平成２４年度 下水道課が水道局敷地内に移転 

平成２７年度 上下水道局の創設（水道部局との統合）及び公営企業会計への移行 

 

【下水道事業会計職員数】（令和 5年 4月 1日現在） 

 
正職員 

再任用 任期付 
会計年度 

任用 
合計 

事務 技術 

局長  1    1 

総括次長       

総務課 5     5 

お客さまセンター 1   1  2 

下水道施設課  7 1 1 3 12 

下水道施設課(浄化槽)  1    1 

計 6 9 1 2 3 21 
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【機構図】（平成 27年 4月 1日施行） 

上下水道事業

管理者 

 
上下水道局 

  総務課 
   
    
   お客さまセンター 

     
      
     水道施設課 
     
      
     下水道施設課 
     

 

（2）民間活力の活用等 

民間活用の状況 

ア 民間委託(包括的民間委託を含む) 
水道事業とともに使用料徴収事務を民間に

委託しています。 

イ 指定管理者制度 実施していません。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

社会資本総合整備計画、下水道事業計画、

下水道総合地震対策計画、下水道ストック

マネジメント計画、経営戦略のそれぞれに

ついて PPP/PFI 提案窓口を設置していま

す。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） *4 
実施していません。 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） *5 

令和 6 年度までに下水道マンホール蓋を利

用した有料広告事業を開始する予定です。 

＊4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増に

つながる取組を指す。 

＊5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指

す（単純な売却は除く）。 

 

（3）経営比較分析表を活用した現状分析 

 ① 経営比較分析表：本市の経営比較分析表は巻末に別掲 

 

 ② 他団体との比較 

 
経 常 収 支 

比 率 
流 動 比 率 

企業債残高対 

事業規模比率 
経費回収率 

汚 水 処 理 

原価(円/㎥) 
水 洗 化 率 

本 市 103.96% 53.09% 539.11% 108.26% 108.65 97.49% 

類 似 団 体 

平 均 
105.84% 96.22% 515.84% 105.47% 94.55 99.20% 

北 部 平 均 106.12% 92.72% 572.43% 103.50% 98.52 99.35% 

南 部 平 均 104.09% 92.41% 597.97% 102.31% 95.57 98.89% 

 



 

- 5 - 

 

※ 類似団体は大阪府内で合流管渠の占める割合が 30％以上である 11団体（大阪市、豊中

市、吹田市、守口市、茨木市、八尾市、大東市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市） 

※ 北部は寝屋川北部流域下水道関連の 9市（大阪市、守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、

門真市、東大阪市、四條畷市、交野市） 

※ 南部は寝屋川南部流域下水道関連の 6市（大阪市、八尾市、大東市、柏原市、藤井寺市、

東大阪市） 

 

第２章 将来の事業環境 

（1）処理区域内人口の予測 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

処理区域内人口(人) 119,963 119,217 118,852 117,949 116,900 116,015 

処理区域内人口の 

前年度からの増減率 
－ △0.62% △0.31% △0.76% △0.89% △0.76% 

 過去 5 年間の本市の処理区域内人口の推移は上表のとおりでした。5 年で 3,948 人、

3.29％減少しており、1年あたりでは 789.6人、0.67％の減少です。 

 

 平成 30年 8月に発表された大阪府の将来推計人口は下表のとおりです。 

 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 

人口(百万人) 884 874 856 833 806 776 748 

人口の増減率 － △1.13% △2.06% △2.69% △3.24% △3.72% △3.61% 

 平成 27 年度から令和 27 年度の 30 年間では 136 万人、15.38％減少し、1 年あたりでは

45,333人、0.56％の減少と見込まれています。 

 過去の傾向と大阪府の推計から、本市においても処理区域内人口は減少の傾向が続くも

のと考えられます。 

 

（2）有収水量の予測 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

有収水量(㎥) 12,467,098 12,364,697 12,302,301 12,448,201 12,297,104 12,084,623 

有収水量の前年度 

からの増減率 
－ △0.82% △0.50% 1.19% △1.21% △1.73% 

 過去 5 年間の本市の有収水量の推移は上表のとおりでした。5 年で 382,475 ㎥、3.29％

減少しており、1年あたりでは 76,495㎥、0.62％の減少です。概ね処理区域内人口の減少

と同程度であり、今後も人口の減少に伴って有収水量も減少の傾向が続くものと考えられ

ます。 

 

（3）使用料収入の見通し 

 有収水量に関してはコロナ禍による巣ごもり需要により、令和 2 年度に一般家庭での有

収水量が増加したことで年間有収水量が前年度から増加しましたが、これは一時的な動き
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と考えられます。5年間の推移を見てみると、処理区域内人口の減少に伴い、有収水量も減

少しており、今後もこの傾向が続くものと予測されます。本収支計画では、有収水量の減

少に加えて、使用料単価が低下した場合も考慮し、使用料収入が毎年 1％減少するものと

想定します。 

 

（4）施設の見通し 

 昭和 47年度（1972年度）の供用開始から 51年が経過し、最も古い管渠が標準耐用年数

を迎えています。今後、耐用年数を経過する管渠が増加する見込みです。本市ストックマ

ネジメント実施方針では、定期的に管渠のリスクを評価し、緊急度ⅠないしⅡと評価され

た管渠の改築・更新を実施していくこととしています。 

 平成 30年度には、約 5.8kmの管渠を対象として第 1期ストックマネジメント実施方針を

策定しており、また、令和 5年度には、約 34kmの管渠を対象として第 2期ストックマネジ

メント実施方針を策定し、事業を進めています。緊急度の評価については第 1 期が完了し

ており、その結果を下表に記します。 

 

項目 緊急度の区分 延長(ｍ) 割合(％) 

緊急度Ⅰ 速やかに措置が必要 0.00 0.0 

緊急度Ⅱ 
簡易な対応により必要な措置を 5 年未満

まで延長できる 
448.24 7.7 

緊急度Ⅲ 
簡易な対応により必要な措置を 5 年以上

に延長できる 
5,124.48 87.8 

劣化なし － 264.25 4.5 

※ 延長及び割合は令和 4年度末のもの 

 

（5）組織の見通し 

 本市水道事業では大阪広域水道企業団との統合について検討しましたが、令和 6 年 4 月

の統合を見送ることとし、今後の統合についての方針は未定となっています。そのため、

下水道事業では現状の組織体制が継続するものと想定します。 

 

第３章 経営の基本方針 

 下水道事業においては、都市の重要インフラであり、ライフラインでもある下水道施設

を、適切に維持管理できる体制づくりを進めます。 

 効果的・効率的な事業運営を追求し、経営基盤の強化に努めるとともに、老朽化した施

設・管路の計画的な修繕改築、耐震化など災害に強いまちづくりへの事業などを進め、サ

ービスを持続的、安定的に供給します。 
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第４章 投資・財政計画（収支計画） 

（1）投資・財政計画（収支計画）：巻末に別掲 

 

（2）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 ① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 

・ストックマネジメント実施方針に基づいて、緊急度Ⅰ・Ⅱの管渠について改築・更新を実施し、緊

急度Ⅲ又は劣化なしの状態を維持します。 

・総合地震対策事業では第 2 期、第 3期の詳細診断の結果を受けて対策工事を施すとともに、令和 6

年度からは第 4期として、残りの管渠について優先順位の高い施設を選定し、事業を推進します。 

・近年、各地で大規模な被害をもたらす集中豪雨の発生頻度が高まっていることから、雨水対策事業

を実施します。既設管の流下能力を検証し、今後の事業規模を決定します。 

・管渠築造事業は令和 4 年度末時点での人口普及率が 99.19％に達しています。未整備箇所は整備困

難地ですが、引き続き普及率の向上を目指して事業を進めます。 

・流域下水道建設事業については令和 5年 8月の流域下水道実務者会議にて示された建設費中期計画

等を参考としています。中期計画では機械・電気設備や管渠の老朽化対策、下水道増補幹線の整備に

よる雨水排水能力の向上が予定されています。 

【投資の目標に関する事項】 

・ストックマネジメント事業 358,100千円 

・総合地震対策事業 474,680千円 

・雨水対策事業 63,500千円 

・管渠築造事業 153,000千円 

・流域下水道建設事業 1,942,150千円 

（全て計画の残期間（R5～R10）中） 

 

【投資の平準化に関する事項】 

 ストックマネジメント実施方針に基づき、継続的に下水道施設の老朽化対策・投資の平

準化を図ります。 

 

 ② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 

計画期間内では、経費の増加により純利益や手持ち資金の減少傾向が続きます。しかし、計画期間後

は償還元金の減少により資金には余裕が生じる見込みです。計画期間後、手持ち資金の一時的な不足

を生じないよう、資金繰りを注視します。 

【財源の積算の考え方等】 

・下水道使用料は処理区域内人口や有収水量とともに減少していくものとし、毎年 1％の

減少を見込みます。 

・一般会計繰入金は総務省による「下水道事業に係る繰出基準及び同運用通知」に基づく
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基準内繰入を実施します。 

・事業費の財源として管渠築造費の 5％の受益者負担金、補助事業の場合は補助率 50％と

した国庫補助金（ただし、ストックマネジメント事業において補助対象となるのは管径φ

450以上であり、本市の管渠のうち管径φ450以上のものの占める割合は 34％であるため、

補助金の見込みとしては事業費×50％×34％となります）を見込みます。その残額につい

て起債を充当します。 

 

 ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

職員給与費は上下水道局の組織改編がなく、下水道事業に携わる人員の大幅な増減がないものとし、

令和 5年度を基準として、毎年 0.5％の増加を見込みます。 

修繕費では、市内の陶製取付管の取替えに要する費用として令和 5年度事業費見込額と同額の 18,969

千円を毎年計上します。それ以外の一般的な修繕については直近の過去 3か年度の平均額を計上しま

す。 

委託料では、下水道管理費に係るものは、人件費の上昇を考慮し、毎年 2％増加するものとします。

その他として希釈し尿処理に係るものは、処理単価が上昇する一方、処理量は減少することを考慮し、

直近の過去 3か年度の平均額を計上します。 

負担金では、流域下水道管理費について令和 5年 8月の流域下水道実務者会議にて示された維持管理

費中期計画等を参考としています。計画には原油価格の高騰を踏まえた動力費、燃料費、薬品費の増

加が反映されています。 

営業外費用の雑支出は、消費税申告の考え方に合わせて算定した金額を計上します。 

 

（3）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組みや今後検討予定の取組みの概要 

 ① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に関する

事項 

昭和 49 年度に寝屋川北部流域下水道及び寝屋川南部流域下水道

に接続し、広域化しています。また、平成 17 年度に公共下水道

事業の計画範囲外について特定地域生活排水処理施設事業を開

始し、最適化を図っています。今後もこの事業形態を継続します。 

投資の平準化に関する事項 

ストックマネジメント実施方針に基づき、継続的に下水道施設の

老朽化対策・投資の平準化を図ります。更新の水準は複数の長期

推計のうち、本市ストックマネジメント事業第 1期の実績に基づ

くものを採用しています。 

民間活力の活用に関する事項 

（ＰＰＰ／ＰＦＩなど） 

設置済みの窓口に民間提案があった場合、取組みの可否を検討し

ます。 

その他の取組み 特にありません。 
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 ② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 
5年に 1度（ただし、経営環境の変化によっては 5年以内）の経

営戦略の見直しにあたって、使用料の検証を実施します。 

資産活用による収入増加の取組み 特にありません。 

その他の取組み 特にありません。 

 

 ③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、

指定管理者制度、PPP/PFIなど） 

現行の使用料徴収事務の民間委託を継続します。PPP/PFIに関し

て、設置済みの窓口に民間提案があった場合、取組みの可否を検

討します。 

職員給与費に関する事項 上下水道局の組織体制は現状のままと想定します。 

動力費に関する事項 該当の費用がありません。 

薬品費に関する事項 該当の費用がありません。 

修繕費に関する事項 継続的に陶製取付管の取替修繕を実施します。 

委託料に関する事項 大阪府流域下水道への希釈し尿処理委託費用等を計上します。 

その他の取組み 特にありません。 

 

第５章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 毎年、事後検証を実施しながら、5年間を目安として経営戦略の見直しを行います。 
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投資・財政計画（収支計画） 【収益的収支】 

（税抜・単位：千円）        
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投資・財政計画（収支計画） 【資本的収支】 

（税込・単位：千円）    
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